
支部保険者機能強化予算の概要 

≪現行の支部の予算の概要≫ 

 協会の予算（業務経費等の事務費）は、ジェネリック医薬品の軽減額通知や健診費用の補助等の費用に充てる本部で扱う予算
のほか、支部で扱う予算がある。この支部で扱う予算については、以下の３つに大別できる。 

① 審査医師への謝金や支部事務室賃料など、支部の基本的な業務運営に必要な予算（基礎的業務関係予算） 
② 医療費適正化対策や広報・意見発信など、地域の実情等を踏まえた取組を推進するために必要な予算（特別計上関係

予算） 
③ 受診勧奨対策や重症化予防対策など、保健事業における重点的な取組を推進するために必要な予算（保健事業予算） 

 このうち、②の特別計上関係予算については、支部の裁量により予算を増額することもできたが、予算枠を超えた分については、支部
保険料率（都道府県単位保険料率）に直接的に反映させる仕組みとしていた。 

 

≪問題点≫ 

 ②の特別計上関係予算については、協会発足時に策定された仕組みであるが、現在の協会の基本方針である医療費適正化等の
保険者機能の推進に積極的な支部ほど支部保険料率が上昇するリスクがあり、各種取組に消極的にならざるを得ない部分もあった。 

 ③の保健事業予算については、措置対象が年々追加され、予算の枠組みについても分野毎に分かれているなど、本部・支部ともに
事務処理が煩雑となっていた。 

 

≪平成31年度からの支部の予算体系≫ 

 医療費適正化等の保険者機能を発揮するべきとの支部評議会でのご意見も踏まえ、平成31年度から支部の予算について、 
新たな予算体系へと変更する。 

 平成31年度からは、特別計上関係予算については廃止し、①基礎的業務関係予算、②支部医療費適正化等予算、③支部保
健事業予算の予算体系へと変更する。 

 このうち、②及び③の予算については、「支部保険者機能強化予算」として、予算の枠組みとしては一本化するなど支部が扱いやす
いものとした上で、協会の将来的な医療費の節減につなげていくことを目的に、支部の予算額についても拡充する。 
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≪見直しのイメージ≫ 
これまでの予算体系 

これからの予算体系 

全体予算枠 （35億円程度） 全体予算枠 （4億円程度） 

※ 上記予算分野は一例であり、実際はこれ以外の分野もあります。    


